
呉市ＡＩ等シンポジウム・セミナー企画運営業務　公募型プロポーザル質問回答書

番
号

要領若しく
は仕様書の
ページ 箇

所 ​

質問項目 質問内容

1

【様式 1】
募集要領
P4 ６参加
申込等
（２）オ
参加申込書
​

募集要領 提出書類（オ）
法人の登記履歴事項全部
証明書 【様式 1】参加申
込書 2．提出書類（２）
は法人の登記現在事項全
部証明書 ​

提出する書類は、法人の登記履歴事項全部証明
書または法人の登記現在事項全部証明書のいず
れでしょうか。 ​

2

仕様書 2
ページ 7業
務内容
（１）
（イ） ​

セミナーについて 毎回異
なる参加者が参加するこ
とを想定したものである
こと。 ​

奨励金申請者は、シンポジウムまたはセミナー
は6回のうちいずれか1回のみ参加でよい、とい
うことでしょうか。
​参加者が異なるのであれば、同じ内容のセミ
ナーを時期をずらして複数回実施することも可
能でしょうか？ ​

3

仕様書 3
ページ ７
業務内容
（２） ​

チラシ・ポスターの作
成・配布を行うととも
に、奨励金申請者が確実
に参加する方法を検討・
実施する。 ​なお、内容や
チラシの数量及び呉市か
ら受託者への奨励金申請
書者の情報提供の方法に
ついては呉市と協議の上
実施する。 ​

提案する方法以外に、呉市において想定されて
いるチラシ・ポスターの枚数、納品先（件数・
枚数）について教えてください。 ​

令和8年4月17日
呉市　産業部　商工振興課

回答

法人の登記履歴事項全部証明書をご提出ください。

参加については，お見込みのとおり，シンポジウム又はセミナー
６回のうち，いずれか１回のみ参加することで奨励金の対象とな
ります。
セミナーの開催について，複数回実施することは可能ですが，全
６回であることを踏まえ適正な回数を設定してください。

想定される納品先として，市内企業や経済団体等が考えられます
が，本市から枚数に関する指定はありません。多くの市内企業に
本事業の情報が届くよう，ご検討ください。
なお，本市には，チラシ100部とポスター10部に加え，双方の
データもご提供ください。
※セミナーについては，ポスターの作成は必須ではありません。
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4

仕様書 3
ページ ７
業務内容
（４） ​

シンポジウムなどの会場
設営・運営 ​

シンポジウムの開催時期が 7月 1日となってい
ますが、準備のために前日から搬入・設営する
ことは可能でしょうか？ ​もしくは、会場を押
さえてあるのは当日のみでしょうか？ ​

5
仕様書 2
ページ

7業務内容 (1) シンポジ
ウム等の企画提案 ア 提
案書に盛り込む企画(ｱ)
シンポジウムについて ②
（ブース出展者からブー
ス出展料を徴することは
妨げないが，事業収入と
して支出から差し引くこ
と）

「事業収入として支出から差し引く」とはどの
ようなことでしょうか。呉市様への請求金額か
ら出展料を差し引くということでしょうか。そ
の場合入札金額を提示する時点で出展料を差し
引いてご用意する必要があるということでしょ
うか

6
仕様書 3
ページ

7業務内容 (2) 参加者を
増やすとともに，奨励金
申請者の参加を徹底する
方法の検討・実施 受託者
は，シンポジウム等の参
加者を増やすため，市内
企業や経済団体等に対し
広く呼びかけ，参加者が
増えるようチラシやポス
ターの作成・配付を行う
とともに，奨励金申請者
が確実に参加する方法を
検討・実施する。

受託者は、シンポジウムの参加者数や奨励金申
請者の参加状況に対して責任を持たない認識で
相違ないでしょうか。例えば目標数に達成しな
いことが理由で契約不適合になる事・受託金額
が減額されることなどは無い認識でよろしいで
しょうか。

会場は前日６月30日（水）から予約していますので，搬入・設営
を行っていただくことが可能です。
なお，会場の撤去は７月１日18時までに行っていただく必要があ
ります。

出展料を本事業外の収益（自社の収益）として計上するのではな
く，本事業のシンポジウム以外の業務を充実させる経費に充当す
るか，入札金額から差し引いてご提案いただくことを想定してい
ます。
※事業開始後に予定以上の出展料収入があった場合でも，
　契約額から差し引くことは求めません。シンポジウム以
　外の業務を充実させていただくこととなります。

委託を行う以上，参加者数や奨励金申請者の参加状況に対して，
一定の責任を負っていただくものと認識しています。
ただし，目標数に達しない要因が貴社の責めによるものと認めら
れない限りは，そのことを理由に契約不適合とすること及び受託
金額を減額することはありません。
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7
仕様書 4
ページ

９ その他 (7) 受託者
は，本業務の全部又は一
部を再委託若しくは請け
負わせてはならない。 ​た
だし事前に書面により呉
市の承諾を得たときはこ
の限りではない。

「事前に書面」とは、受託業者の決定後の提出
となりますでしょうか。 それとも提案書提出
時などに必要でしょうか。 再委託について、
呉市の承諾を得られないケースはどのような場
合でしょうか。

8
募集要項 2
ページ

４ 本プロポーザルの参加
申込資格等

呉市入札参加資格を有していることは必須では
ないと読み取りましたがあっておりますでしょ
うか。

9
募集要項 5
ページ

7 プレゼンテーション及
びヒアリングの実施

呉市役所で実施と記載されていますが、現地へ
のお伺いは必須でしょうか。参加者全員がウェ
ブ会議でプレゼンテーションを行う事は問題な
いでしょうか。また、一部の人員が呉市役所へ
お伺いし、一部の人員がウェブ会議でプレゼン
テーションさせていただく事は可能でしょうか

10
仕様書 1
ページ

４ 事業の趣旨・目的

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は市
内企業への従業員の待遇改善及び賃上げ環境の
整備を促進する事を目的として活用されるかと
存じますが、AIに対して期待されることは何と
なりますでしょうか。AIを活用する事で業務効
率化された結果、待遇改善がされることでしょ
うか。それ以外にAIを活用する事で待遇改善・
賃上げ環境の整備促進に繋がると考えていらっ
しゃる観点があれば教えてください。

お見込みのとおり，本業務では，ＡＩを活用することで業務を効
率化し，永続的な賃上げ環境の整備促進を図ることを目的として
います。
そのほか，多くの市内企業において人手不足が慢性化している現
状を踏まえ，柔軟かつ効率的な労働環境を整備し広義の待遇改善
を図るとともに，若者や女性から選ばれる企業となることを期待
します。

再委託の申請書等は，受託業者の決定後に提出を求めます。
再委託の申請を不承認とするケースとしては，再委託受託事業者
が次の要件に当てはまる場合等を想定しています。
・本プロポーザル募集要領４(1)のア～オに掲げる要件を
　満たさないこと
・再委託事業を実施する体制・知見を有さないと認めら
　れること
・事業企画などの貴社の知見を生かすべき業務を委託して
　いると認められる場合

お見込みのとおり，本プロポーザルにおいては，呉市入札参加資
格は必須ではありません。

原則，全員が現地で参加されることを想定しています。
やむを得ない理由がある場合は，一部の方がウェブ上で参加する
ことも可能としますが，主な説明及び質疑応答を行う方は，必ず
現地で参加してください。
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11
仕様書 1
ページ

４ 事業の趣旨・目的

「AI等」と記載されていますが、AI以外に受託
者に知見を期待する部分はありますでしょう
か。社員による生成AI活用だけではなく業務へ
の組み込みまで市内企業に期待されていますで
しょうか。

12
仕様書 1
ページ

４ 事業の趣旨・目的

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交
付が期待される市内企業の AI活用状況はどの
程度となりますでしょうか。既にCopilotや
Claudeといった生成AIツールを利用できる状況
にあり操作感を理解している企業が多いのか
AIが何を指すかのキャッチアップがこれからの
段階の企業が多いのかでいうとどちらになりま
すでしょうか。

13
業務仕様書
４　事業の
趣旨・目的

対象となる市内企業の特
徴について

市内企業への従業員の待遇改善及び賃上げ環境
の整備とございますが，想定されているター
ゲット像（売上高，業種，従業員数）はござい
ますでしょうか。

14
業務仕様書
５　事業の
趣旨・目的

待遇改善や賃上げ環境に
ついての視点

シンポジウム等の開催により，どのように待遇
改善や賃上げ環境につながるか，という点も審
査の対象になるという認識で宜しいでしょう
か。

ＡＩ等には，主に“ＤＸ”による生産性の向上等も包含します。
ただし，本事業においてはＤＸではなく，市内企業がＡＩの導入
を進めることを目指していますので，受託事業者にはＡＩに関す
る知見を期待しています。
市内企業がより高度にＡＩを活用することを期待していますが，
本事業においては，導入がメインになるものと想定しています。

市内企業のＡＩ理解度及び活用度をいかに把握しているかは，評
価内容「企業におけるＡＩ活用等（業務改善や生産性向上）に関
する知見を有しているか。」により評価するため回答できませ
ん。
なお，本業務は募集要領のとおり，ＡＩ活用の有効性や有用性の
理解を深めるとともに，その機運を醸成することを目的としてい
ます。さらに，セミナーについては仕様書のとおり，受講者のＡ
Ｉに関する理解度が多様であることを想定した難易度であること
を提案要件としています。

ターゲットとしては，広く市内中小企業等全般ですが，奨励金が
100万円を限度とすることから，いわゆる中堅企業未満の企業の
活用が多数となることを想定しています。
なお，本制度は中小企業法における中小企業のみならず，特定Ｎ
ＰＯや医療・福祉法人等も対象としているため，非常に幅広い業
種からの申請があるものと考えています。
（対象業種は別紙をご参照ください。）

おおよそお見込みのとおりですが，提案内容が待遇改善や賃上げ
環境整備につながるものかどうかが審査の対象となります。
（評価項目：①企画内容）


